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「税を考える週間」 
国税庁では、毎年 11 月 11日から 17日を「税を考える週間」としており、 

山梨税務署管内では次の行事が行われます。 

行事の名称 開 催 日 時 開 催 場 所 主   催 

広告チラシ 

（ポケットティッシュ） 

による広報 

11月10日（金） 
 

 

山 梨 市 駅 

石 和 温 泉 駅 

塩 山 駅 

 

 

山梨税務連絡懇和会 税を考える書道展表彰式 11月11日（土）  夢 わ ー く 山 梨  

山梨税務署長講演会 11月14日（火）  山 梨 法 人 会 館  

納税表彰式 11月15日（水）  山 梨 市 民 会 館  山梨税務署 

税の無料相談会
※

 

11月16日（木） 

10：00～ 12：00 

13：00～ 16：00 

 イ オ ン 石 和 店  
東京地方税理士会 

甲府支部 

      ※税の無料相談会については、当日予約不要でご利用いただけます。 

 

 

  

 

    

会場の収容人員の都合上、事前予約制とさせていただきますので、開催日の前日(前日が休日の場合は、

その前の平日)の 17：00までに連絡先へ事前予約をお願いします。 

なお、定員に達した時点で、予約の受付を終了させていただきますので、あらかじめ御了承ください。 

また、説明会終了後に登録要否について、個別に相談する時間を設けております。時間に限りはあります

が、希望される方はご相談ください。 

 

 

 

 

説 明 会 名 開 催 場 所 定 員 事 前 予 約 連 絡 先

11月８日 （水） 13：30～14：30 インボイス説明会

11月21日 （火） 13：30～14：30 インボイス説明会

12月６日 （水） 13：30～14：30 インボイス説明会

14：00～15：00 決算法人説明会

15：00～16：00 インボイス説明会

　　　　　　山梨税務署

　　　　　法人課税部門
　０５５３－２２－１４１１（代表）
（お電話の際は、音声ガイダンスに
沿って『２』を選択してください。）

日 時

12月19日 （火）

山梨法人会館
各回
20名
まで

山梨税務署からのお知らせ 
令和５年 

11.12月号 

税務署へのお問い合わせは、左の代表番号におかけ
いただいた後、自動音声案内にしたがって「2」（税務
署）を選択して、交換手に内線番号をお伝えください。 

11月・12月の

の！ 

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、コールセンターでも受け付けています 

0120-205-553（無料） 9：00～17：00（土日祝除く） 



11・12月の税理士による無料相談 
 税理士会・甲府支部では、税理士の職務の公共性・独占性などに鑑み、また、地元地域の皆様の利便を図る

ため、税に関する無料相談会を開催しております。 

11月 12日（日）（予約制）  山梨県税理士会館 ０５５－２３３－１３１８ 

            （甲府市中央２－１１－２３） 

 

  11月 14日（火）（予約不要） 甲府市役所 本庁舎４階市民相談室 

                １０：００～１２：００（受付終了：１１：３０） 

                １３：００～１６：００（受付終了：１５：３０） 

   

  11月 17日（金）（予約不要） 山梨市役所 西館２０３会議室 

                １３：００～１６：００（受付終了：１５：３０） 

   

  12月 10日（日）（予約制）  山梨県税理士会館 ０５５－２３３－１３１８ 

                （甲府市中央２－１１－２３） 

 

12月 12日（火）（予約不要） 笛吹市役所 市民窓口館４階４０１会議室 

              １３：００～１６：００（受付終了：１５：３０） 

 

12月 12日（火）（予約不要） 甲府市役所 本庁舎４階市民相談室 

              １０：００～１２：００（受付終了：１１：３０） 

              １３：００～１６：００（受付終了：１５：３０） 

  

令和５年 11月１日（水）から「電話相談センター」に直接つながる全国統一の相談専用ダ

イヤル(ナビダイヤル)を導入します！ 

電話番号 ０５７０－００－５９０１
コ ク ゼ イ

（全国一律料金） 

受付時間 ８：30～１７：00（土日祝日及び１２月２９日～１月３日を除きます。） 

音声案内に沿って次の「１」～「６」を選択してください。また、確定申告期には「０」確

定申告が追加されます。 

「１」所得税 

「２」源泉徴収、年末調整、支払調書  

「３」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価 

「４」法人税 

「５」消費税、印紙税  

「６」その他  

・ 相談内容によっては、所轄の税務署へのご相談をお願いする場合があります。 

・ 税務署、業務センター室からのお尋ねに関するご質問については、所轄の税務署、業務センター

室へお問い合わせください。 

・ 上記ナビダイヤルにつながらない場合は、所轄の税務署に電話して音声案内「１」を選択してく 
ださい（「電話相談センター」につながります。）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税相談専用ダイヤルの導入 


